
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
八
百
十
七
号 

 
令
和
六
年
埼
玉
県
告
示
第
五
十
八
号
（
埼
玉
県
税
条
例
の
規
定
に
よ
る
申
告
等
の
期
限
の
延
長
）

に
お
い
て
別
に
告
示
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
期
日
の
う
ち
、
そ
の
期
限
が
令
和
六
年
一
月

一
日
か
ら
同
年
九
月
一
日
ま
で
の
間
に
到
来
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
同
月
二
日

と
す
る
。 

令
和
六
年
七
月
十
二
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 


